
今後の財源の在り方

＜水道料金・下水道使用料制度について＞
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水道料金・下水道使用料体系

前回（平成25年10月）の料金改定

審議会で議論いただきたい事項

料金・使用料体系の現状・課題・今後の方向性



水道料金・下水道使用料
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・ 料金・使用料は、「水準」と「体系」で決定される。

収入

合計でいくらの
収入が必要か

財政計画を
基に算定

水準
どう負担を
配分するか

体系

料金・使用料

人口減少等を見据えた「体系」の在り方
について、直近の見直し（H25）の点検
を中心に御議論いただく。



料金・使用料体系

一部料金制

二部料金制

（基本料金＋従量料金）

基本料金

単一

口径別
（水道メーターの口径による）

用途別

(一般用・事業用等)

従量料金

単一

ていぞうがた

逓増型

ていげんがた

逓減型

水道料金・下水道使用料 体系
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・多くの上下水道事業体と同様に、二部料金制（基本料金＋従量料金）を採用

・従量料金は、逓増型の料金設定

基本水量
アリ

基本水量
ナシ

水道

下水道

水道
下水道



料金体系・料金表（平成２５年１０月～）
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料
金
・
使
用
料

1㎥～
　5㎥

6㎥～
　10㎥

11㎥～
　20㎥

21㎥～
　30㎥

101㎥～
　200㎥

5,001㎥
～

13・20mm 5㎥まで 920円 10円 177円 180円 226円 326円

25mm 1,900円

40mm 2,780円

50mm 50㎥まで 18,300円

75mm 100㎥まで 35,910円

100mm 250㎥まで 71,600円

150mm 500㎥まで 134,260円

200mm 1,000㎥まで 281,520円

一
般
用
・
公
衆
浴
場
業
用

208円 243円 284円

10㎥まで

（公衆浴場業用　101㎥以上　39円）

基本水量の範囲内

種別/口径 基本水量 基本料金

従量料金（基本水量を超える分の１㎥につき）

31㎥～
100㎥

201㎥～
500㎥

501㎥～
5,000㎥

1㎥～
　5㎥

6㎥～
　10㎥

11㎥～
　20㎥

21㎥～
　30㎥

31㎥～
100㎥

101㎥～
　200㎥

201㎥～
500㎥

501㎥～
5,000㎥

5,001㎥
～

公衆浴場用

種　別
基　本
排水量

基　本
使用料

従量使用料（基本排水量を超える分の１㎥につき）

一 般 用
5㎥まで 650円

基本排水量

の範囲内 10円 113円
213円 218円

116円
162円 183円 201円

15円

水道料金

下水道使用料
基本料金

逓増制
多く使うと料金単価が
上がる

水道料金は口径により基本
料金と基本水量が異なる

基本水量
基本料金に含まれる水量

従量料金
（従量料金単価×使用水量）

基本水量

水 量

＜本市の特徴＞

・ 水道料金は、口径ごとに異なる基本水量を付与

・ 水道料金と下水道使用料の水量区画が同一

・ 小口径（φ13・20mm）の少量使用者（10㎥以下）に対して一定配慮した料金体系

料金・使用料の構造イメージ

※二部料金制（逓増型、基本水量あり）

水量区画



水道料金体系
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口径別

基本水量
（基本料金に含まれる水量）

基本料金

逓増型従量料金

（例）口径２０ｍｍ、２か月で３０㎥を使用した場合

⇒１か月あたり１５㎥

＝９２０円 ＋（ ０円 ＋ １０円×５㎥ ＋ １７７円×５㎥）＝１，８５５円／月
基本料金 （1～5㎥分） （6～10㎥分） （11～15㎥分）

基本水量

１，８５５円／月×２か月＝３，７１０円（税抜）

アリ
（口径別）

口径



水道料金体系
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料
金
・
使
用
料

基本料金

従量料金

水 量 水 量

料
金
・
使
用
料

基本水量

基本水量
が増える

φ13・20 ５㎥／月
φ25/40   10㎥／月
φ50      50㎥／月

…
φ200 1,000㎥／月

基本料金
が増える

φ13・20 920円／月
φ25   1,900円／月
φ40     2,780円／月

…
φ200  281,520円／月

水道メーターの口径
によって基本料金と
基本水量が異なる

口径が大きい使用者は、一度に多量の水を使う
ことができることから、施設の整備等にかかる
経費をより多く負担していただく料金設定

（給水管）
（給水管）

口
径
が
大
き
く
な
る
と

基本
水量

基本料金

従量料金



下水道使用料体系
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単一

アリ

（基本料金に含まれる排水量）

基本料金

逓増型従量料金

（例）２か月で３０㎥を使用した場合

（計算方法は水道料金と同様。）

１，２６５円／月×２か月＝２，５３０円（税抜）

水道と下水道を使用した場合、２か月 合計 ６，２４０円（税抜）
（20mm）

1㎥～
　5㎥

6㎥～
　10㎥

11㎥～
　20㎥

21㎥～
　30㎥

31㎥～
100㎥

101㎥～
　200㎥

201㎥～
500㎥

501㎥～
5,000㎥

5,001㎥
～

公衆浴場用

種　別
基　本
排水量

基　本
使用料

従量使用料（基本排水量を超える分の１㎥につき）

一 般 用
5㎥まで 650円

基本排水量

の範囲内
10円 113円

213円 218円
116円

162円 183円 201円

15円

基本排水量

水道との違い

基本使用料・基本排水量が口径別ではない。

家庭から出る排水管の太さがほぼ一定である
など、口径によって差を設けることが難しく、
利用の度合い（排水量）に応じて公平に負担
してもらうという考え方



使用者数・有収水量等（水道）
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・ 水道の使用者数等の状況は、以下のとおり。

使用者数 ８１万件

13・20mm

有収水量 １.６億㎥／年

料金収入 ２６８億円

使用者

月平均使用水量
（料金）

25mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm

13・20mm 77万件（94.5％）

13・20mm 76％

13・20mm 171億円（63％）

25mm

5％

25mm

7％
40mm

10％

40mm

7％
50mm

6％
3
%

2
%

75mm

100mm

1
%

←200mm
0.1%

50mm

10％
3
%
2
%

150mm

←200mm
0.2%

75mm

5％

25mm 3.5％ 40mm 1.6％

50mm 0.3％ 75mm 以上は、各 0.1%未満

100mm

150mm

¥

１５㎥ ２５㎥ ７０㎥ ４００㎥ ８００㎥ ２，３００㎥ ３，９００㎥ ４，１００㎥

（1,855円） （4,570円） （14,670円） （約9.9万円） （約21.7万円） （約64.4万円） （約110万円） （約116万円）

事業用 事業用 事業用 事業用 事業用
家
庭
用

事業用家庭用
事
業
用

家庭用 事業用

口径



使用者数・有収汚水量等（下水道）
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・ 下水道の使用者数等の状況は、以下のとおり。

使用者数 ８０万件

～10㎥

有収汚水量 １.７億㎥／年

使用料収入 ２０８億円

使用者

使用料
（排水量）

11～30㎥ 31～100㎥ 101～1,000㎥ 1,001㎥～

～10㎥ 35万件（44％）

～10㎥
15％

～10㎥
14％

11～30㎥
47％

31~100㎥
14％

10％
1,001㎥～

15％

11～30㎥ 39万件（49％）
6
%
1
%

¥

700円 2,990円 8,100円 106,500円 852,000円
（10㎥） （30㎥） （100㎥） （1,000㎥） （5,000㎥）

事業用 事業用
家
庭
用

事
業
用

家庭用
事
業
用

排水量／月

31～100㎥↓↓101～1,000㎥

←1,001㎥～
0.1%

↓101～1,000㎥

11～30㎥
33％

1,001㎥～
26％

31~100㎥
13％

100~1000㎥
14％

家庭用
事
業
用

家
庭
用



1㎥あたりの水道料金・下水道使用料とその費用
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・ 少水量使用者の料金・使用料は、原価よりも低く設定されており、多水量使用者がその不足分を

補っている（逓増型料金制度）。

（水道料金については、13・20mmの料金）

110.4円



給水人口等の推移（水道）

H29※にピークを
迎え、減少傾向

増加傾向
（世帯人数の減少等）

減少傾向
（ピークはＨ２）

※ H29：地域水道の統合

・ 給水人口は、今後も減少していく見通しである一方で、使用者数は、世帯人数の減少等

   により当面は増加していく見通し（＝少水量利用者の増加）

12

給水人口 使用者数 日平均有収水量

(人) (件) (㎥)



H27にピークを迎え、
減少傾向 増加傾向

（世帯人数の減少等）
減少傾向

（ピークはＨ９）

13

処理区内人口 使用者数 日平均有収汚水量

処理区域内人口等の推移（下水道）

・ 下水道の処理区域内人口は、水道と同様に今後も減少していく見通しである一方で、

   使用者数は、世帯人数の減少等により当面は増加していく見通し（＝少水量利用者の増加）

(人) (件) (㎥)



水需要予測（給水人口）

• 「給水人口」は、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口（令和５年推計）を

もとに予測

ピーク

146万人
（H29）

現在

143万人
（R6）

R19

132万人
(対R6:▲7%)

R29

122万人
(対R6:▲15%)

R39

110万人
(対R6:▲23%)

平均１万人/年 減少
（R6-R39）

実績 予測
～R6 R7～

(万人)

14

再掲
（第２回資料）

(2057)



水需要予測（生活用原単位）

• 「生活用原単位」 … １人が家庭にて使用する１日あたりの水量

• 生活様式の変化と平均世帯員数のトレンド変化を反映し、時系列予測で算出

現在

231ℓ／日
（R6）

R19

225ℓ／日
(対R6:▲2%)

R29

223ℓ／日
(対R6:▲4%)

R39

222ℓ／日
(対R6:▲4%)

実績 予測
～R6 R7～

(ℓ／日)

新型コロナ
の影響

節水機器の普及等により
今後も緩やかに減少

15

再掲
（第２回資料）

(2057)



水需要予測（一般用）

• 「給水人口」×「生活用原単位」で算出

(万㎥／日)

実績 予測
～R6 R7～ 給水人口 生活用原単位×

緩やかに減少急激に減少

減少

現在

33万㎥／日
（R6）

R19

30万㎥／日

(対R6:▲10%)

R29

27万㎥／日

(対R6:▲18%)

R39

24万㎥／日

(対R6:▲26%)

16

再掲
（第２回資料）

(2057)



水需要予測（事業用）

• 「事業用」は、過去の傾向や現況を基に将来の見通しを予測

(万㎥／日)

実績 予測
～R6 R7～ 減少

（一般用と比較すると緩やか）

現在

11.0万㎥/日
（R6）

R19

10.7万㎥/日

(対R6:▲2%)

新型コロナ
の影響

R29

10.3万㎥/日

(対R6:▲6%)

R39

10.0万㎥/日

(対R6:▲9%)

17

再掲
（第２回資料）

(2057)



水需要予測（まとめ）

• 人口減少の影響を受ける「一般用」で大幅な減少が見込まれ、「事業用」を加えた有収水

量は、令和６年度と比較して、令和19年度に▲8％、令和29年度に▲15％、令和39年度に

▲22%減少する見通し

(万㎥／日)

実績 予測
～R6 R7～ 減少

現在

44万㎥/日

（R6）

R19

40万㎥/日

(対R6:▲8%)

新型コロナ
の影響

R29

37万㎥/日

(対R6:▲15%)

R39

34万㎥/日

(対R6:▲22%)

一般用

事業用

＋

＝水需要

18

再掲
（第２回資料）

(2057)



【参考】各種公共料金の料金体系（一般家庭）
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・公共料金でも、それぞれ料金体系は異なり、事業の性質上、過去から以下のような体系が採用されている。

（現在は、オール電化契約など特殊な料金体系も存在する。）

水道
（京都市：口径20mm）

電気
（関西電力：従量電灯Ａ）

ガス
（大阪ガス：一般料金）

基本
料金

920円 522.58円

~20㎥／月の使用者
Ａ料金

759.00円

21~50㎥／月の使用者
Ｂ料金

1,364.81円

51~100㎥／月の使用者
Ｃ料金

1,635.74円

︙ ︙

付与量 基本水量 5㎥ 15kWh なし

従量
料金

6~10㎥ 10円／㎥ 16～120kWh 20.21円／kWh Ａ料金の使用者 174.81円／㎥

11~20㎥ 177円／㎥ 121～300kWh 25.61円／kWh Ｂ料金の使用者 144.52円／㎥

21~30㎥ 180円／㎥ 301kWh～ 28.59円／kWh Ｃ料金の使用者 139.10円／㎥

31~100㎥ 208円／㎥

︙ ︙
︙ ︙

その他
上記のほか燃料費調整額や再生可能エネ
ルギー発電促進賦課金が加算される。

従量料金は、原料費調整制度により
毎月変更される。

（税抜） （税込） （税込）



目 次
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水道料金・下水道使用料体系

前回（平成25年10月）の料金改定

審議会で議論いただきたい事項

料金・使用料体系の現状・課題・今後の方向性



現在

現行の料金・使用料体系について

21

・「京都市上下水道料金制度審議委員会」（H23.9～H24.11、計7回実施）からの意見書を踏まえ、

平成25年10月に現在の体系に見直した。

H25H24H23

京都市上下水道料金制度審議委員会
上下水道の利用の
仕方が大きく変化。

節水機器の普及や世
帯人員の減少による
基本水量以下の利用
者の増加
地下水利用の拡大等
による大口使用者の
水道使用量の減少等

左記のような、今日の社会状況等を踏まえ

た上下水道料金制度の在り方等について

利用者や専門家において、計７回議論。

（H24.11）

意見書を踏まえて、
約３０年ぶりに

「料金・使用料体系」
を見直し（H25.10）

現行の料金・

使用料体系

意見書

(2012)(2011) (2013)



「京都市上下水道料金制度審議委員会」からの意見書

22

項目 課題 見直しの方向性

① 基本水量
一般家庭の水道利用者では、基本水量（10㎥／月）以下が約37%
を占め、使用しない水量分も含めて基本料金を支払う形となっ
ている利用者が増えている。

小口径において中長期的には廃止の方向性を考えつつ、
当面は通過点として半分程度とするなど、一定の引下
げを行うこと。

② 水量区画
小水量区画での利用者の増加、大水量区画での減少といった
水需要の構造変化に対応できていない。

小水量区画は分割し、大水量区画は統合を行うこと。

③
基本料金・
基本使用料

固定費の多くを従量料金で回収しているため、水需要の減少に
より将来的な固定費回収に支障が出る懸念がある。

基本料金・基本使用料への固定費の配分割合を増加さ
せること。

④ 逓増度
他都市と比べ、水道の逓増度がやや高く、下水道は非常に低い。
水需要の構造変化に照らして見直しの検討が必要である。

他都市との比較を勘案し、水道は引き下げ、下水道は
引き上げること。

⑤
地下水利用
専用水道

地下水利用専用水道を導入し、大口径の給水管を接続しながら
も、水道水の使用が著しく少ない利用者の負担が、施設の整備
と維持のために本来負担するべき額より少なく、不公平が生じ
ている。

大口径の基本料金・水量を引き上げ、新たな基本水量
制を導入し、併せて大水量区画の従量料金単価は引き
下げること。負担金制度や個別需給給水契約制度等の
検討を進めること。

・「京都市上下水道料金制度審議委員会」からの意見書（平成24年11月）で示された見直しの方向性

は以下のとおり

⑥ 加入金
施設の更新財源として重要だが、その意義や位置付けの点検が
必要である。

制度を継続するとともに、資産維持費と併せた検討を
行うこと。



料金・使用料体系の見直し（平成２５年１０月改定）

23

項目 見直し内容

① 基本水量
• 小口径（13・20mm）の基本水量を「10㎥／月」から「5㎥／月」に引下げ
• 大口径（50～200mm）は口径の大きさに応じた基本水量を付与

② 水量区画
• 小水量区画は分割、大水量区画は統合
• 水道・下水道で水量区画を統一

③
基本料金・
基本使用料

• 水道は口径による基本水量に応じて設定、下水道は引下げ

④ 逓増度 • 水道は引下げ、下水道は現行どおり

⑤
地下水利用
専用水道

• 基本料金の大幅な引上げ及び口径の大きさに応じた基本水量の付与、従量
料金の最高単価の引下げ
（H30には、水道施設維持負担金制度の運用を開始）

・ 意見書を踏まえて、約３０年ぶりに「料金・使用料体系」を見直し（平成25年10月）

⑥ 加入金 • 制度を継続



① 基本水量料金・使用料体系

・ 基本料金に含まれる一定水量のこと。

・ この水量の範囲内では、使用水量に関係なく料金は定額となる。

・ 公衆衛生の向上の観点などから、生活上必要な水をお使いいただけるように設けられた制度

  ・ 大口径では、施設維持コストの適正な負担の観点から、基本料金と基本水量を設定

24

下
水
道 水道（数値は口径）

本市の料金・使用料の構造イメージ

口径別に基本水量（5～1,000㎥／月）を設定 一律で5㎥／月を設定下水道水道

13 20  25  40   50 75  100  150  200

基本水量（１か月）

基本水量



25

• 一般家庭の水道利用者では、基本水量（10㎥／月）以下が約37%を占め、使用しない水量分も含
めて基本料金を支払う形となっている利用者が増えている。

• 小口径において中長期的には廃止の方向性を考えつつ、当面は通過点として半分程度とするなど、
一定の引下げを行うこと

意
見
書

反
映
内
容

基本水量

１０㎥
（１か月）

基本水量

５㎥
（１か月）

改定前 改定後

① 基本水量意見書の内容とその反映

改定前後の基本水量の比較
（水道：13・20mm・下水道）

半分に

基本水量内
使用者割合

３９％ １３％

Ｈ２４
(10㎥以下)

Ｈ２６
（5㎥以下）

基本水量内使用者割合の比較（水道：13・20mm）

改定の結果、基本水量内使用者の
割合は、大きく下がった

水道 の13・20mm及び 下水道 の基本水量を「10㎥／月」から「5㎥／月」に引き下げた。

※ 大口径（50～200mm）は、口径の大きさに応じた基本水量を付与。

（地下水利用専用水道利用者と一般利用者の負担の公平性を図る目的で基本水量を追加。（詳細は、後述「地下水利用専用水道」p.44））



水道 ・ 13・20mmにおける基本水量内使用者（H25.10～：5㎥）の割合は減少し、近年も微増に留まる。

（H24:39% → H26:13% → R6:15%）

• 13・20mmにおける10㎥以下の使用者は、増加傾向（H24:39％ → R6:46％）。

• 25mmにおける基本水量内使用者（10㎥以下）の割合が増加傾向（H24:24% → R6:31%）。

  下水道 ・ 水道と同様に、10㎥以下の使用者は増加傾向（H24:38% → R6:44%）。

① 基本水量

26

現状と課題

現状・課題

【水道】13・20mm
10㎥以下／月

【下水道】
10㎥以下／月

【水道】25mm
   10㎥以下／月

【水道】13・20mm
5㎥以下／月

【下水道】
5㎥以下／月

小口径における少量使用者の割合の推移
（口径等別）



基本料金 1㎥ 2㎥ 3㎥ 4㎥ 5㎥ 6㎥ 7㎥ 8㎥ 9㎥ 10㎥ 11㎥ 12㎥

東 京 都 1,170円 基本水量 22円 128円

京 都 市 920円 基本水量 10円 177円

神 戸 市 960円 基本水量 10円 165円

川 崎 市 530円 基本水量 95円 139円

さ い た ま 市 1,080円 基本水量 175円

札 幌 市 1,320円 基本水量 200円

仙 台 市 1,250円 80円 185円

静 岡 市 700円 60円 107円

新 潟 市 2,790円 46円 130円

浜 松 市 890円 46円 111円

堺 市 650円 37円 122円

岡 山 市 1,280円 30円 148円

福 岡 市 1,330円 17円 155円

熊 本 市 1,240円 15円 135円

名 古 屋 市 1,290円 10円 145円

大 阪 市 850円 10円 97円

北 九 州 市 900円 10円 122円

広 島 市 810円 5円 106円

横 浜 市 845円 4円 48円 177円

① 基本水量

・基本水量制導入の目的（公衆衛生の向上）は一定達成されていること、基本水量内使用者が増加

していること等を踏まえ、他都市では基本水量を廃止・見直す傾向

27

現状と課題

基
本
水
量
ナ
シ

基
本
水
量
ア
リ

大都市小口径料金表比較（水道：20mm）R8.1.1時点



現在

① 基本水量

• 小口径において中長期的な廃止を検討

• 大口径においては、地下水利用専用水道利用者と一般利用者の負担の公平性の在り方を

引き続き検討（p.44）

28

検討事項

基本水量をどうすべきか？

検
討
事
項

※ 「水道料金算定要領」（日本水道協会）では、基本水量を付与しないことが原則とされている。
※ 「下水道使用料算定の基本的考え方」（日本下水道協会）では、各地方公共団体における生活排水の実態等を踏まえて検討する必要があると

されている。

大口径

水道 13・20mm・下水道：減水
（10㎥／月→5㎥／月）

H25 将来

口径の大きさに応じた基本水量の付与

・ 50mm： →    50㎥／月

・ 75mm： →   100㎥／月
・100mm：10㎥／月 →   250㎥／月
・150mm： →   500㎥／月
・200mm： → 1,000㎥／月

小口径において中長期的な廃止を検討

小口径
・役目を一定終えた
・少量使用者の増加

H24

小
口
径
に
お
い
て
中
長
期
的
に

は
廃
止
の
方
向
性
を
考
え
つ
つ
、

一
定
の
引
下
げ
を
行
う
こ
と

意見書 改定

小口径

水道

前回の検討の方向性を継続

地下水利用専用水道利用者と一般利用者の
負担の公平性の在り方を引き続き検討

水道 下水道



② 水量区画

29

・ 生活用水への配慮、多量使用者への施設維持コストの負担等の考え方（逓増制）に基づき水量区画を設定。

・ 本市の水量区画は、水道・下水道で統一（平成25年10月～）

基本
水量

10円 177円 180円 208円 226円 243円 284円 326円

基本
水量

10円 113円 116円 162円 183円 201円 213円 218円

水道

下水道

料金・使用料体系

1～
5㎥

6～
10㎥

11～
20㎥

21～
30㎥

31～
100㎥

101～
200㎥

201～
500㎥

501～
5,000㎥

5,001㎥
～

１㎥あたりの従量料金・従量使用料



② 水量区画

30

• 小水量区画での利用者の増加、大水量区画での減少といった水需要の構造変化に対応できていない。

• 小水量区画は分割し、大水量区画は統合を行うこと。

意
見
書

改定前
（水道）

改定後
（水道・下水道）

1~10㎥
（基本水量）

11~30㎥ 31~100㎥ 101~200㎥ 201~500㎥ 501~5,000㎥ 5,001~10,000㎥ 10,001㎥～

1~5㎥
（基本水量）

11~20㎥ 31~100㎥ 101~200㎥ 201~500㎥ 501~5,000㎥ 5,001㎥～6~10㎥

基本水量
引下げ

21~30㎥

分割

改定前
（下水道）

1~10㎥
（基本水量）

11~30㎥ 31~100㎥ 101~200㎥ 201~500㎥ 501㎥～

基本水量
引下げ

水量区画の改定内容（１か月）

分割 分割

統合

意見書の内容とその反映

【小水量区画】  水道・下水道の「11～30㎥」の区画を「11～20㎥」と「21～30㎥」に分割

【大水量区画】 水道 は、「10,001㎥～」を「5,001～10,000㎥」と統合。

下水道 は、「501㎥～」を「501～5,000㎥」と「5,001㎥～」に分割。

反
映
内
容



② 水量区画

• 水需要の減少によって、大水量区画（5,001㎥～）の使用水量も減少傾向にある。

• 最も高い従量単価が適用される設定水量が、大都市の中で大きい状況（水道では、最も大きい設定）

• 大水量区画は景気動向等の影響を受けやすいうえに料金単価が高いため、水量が減少時の減収幅が

   大きく、事業運営上のリスクとなっている。

31

現状と課題

現状・課題

新型コロナ

下水道水道

大阪市 51㎥

仙台市、広島市 201㎥

名古屋市、新潟市、岡山市 301㎥ 名古屋市

さいたま市、千葉市、静岡市、
浜松市、熊本市

501㎥ 新潟市

東京都、相模原市、堺市、
札幌市、横浜市、川崎市、
神戸市、北九州市、福岡市

1,001㎥
東京都、相模原市、堺市、
静岡市、岡山市、広島市

2,001㎥ 千葉市、横浜市、神戸市、熊本市

京都市
5,001㎥

京都市、札幌市、さいたま市、
川崎市、浜松市、大阪市、福岡市

10,001㎥ 仙台市、北九州市

大都市比較 最高単価水量（R8.1.1）

※ 用途によって異なる場合は、事業用。



② 水量区画

• 少量使用者の増加、多量使用者の減少などの水需要の構造変化に応じた水量区画の設定

32

検討事項

水量区画をどうすべきか？

検
討
事
項

現在H25 将来H24

水
需
要
の
構
造
変
化
に
対
応
で
き

て
い
な
い
。
小
水
量
区
画
は
分
割

し
、
大
水
量
区
画
は
統
合
を
行
う

こ
と
。

意見書 改定

大水量区画

小水量区画

少量使用者の増加、多量使用者の減少などの
水需要の構造変化に応じた水量区画の設定

11～30㎥を11～20㎥、21～30㎥に分割

水道は、水量区画を統合（最高区画の引き下げ）
5,001㎥～10,000㎥と10,001㎥～を5,001㎥～に統合。

下水道は、水量区画を分割（最高区画の引き上げ）

最高区画(501㎥～)を501～5,000㎥と5,001㎥～に分割。

この結果、水道・下水道の水量区画が揃った。

前回の検討の方向性を継続

水道 下水道



③ 基本料金・基本使用料料金・使用料体系

33

・ 固定的に発生する経費に充てられる、使用水量の増減に関わらず、定額の料金・使用料

・ 本市では、基本料金・使用料に「基本水量（前述）」を設定しており、その範囲内であれば使用水量に

     関わらず定額（水道料金は口径別）

水道（数値は口径）

下
水
道

本市の料金・使用料の構造イメージ

固定的経費

13 20  25  40   50 75  100  150  200

本市の料金・使用料の構造イメージ

基本水量

基本料金・基本使用料（１か月・税抜）



基本
料金

水道料金・下水道使用料の算定の仕組み料金・使用料体系

34

固定費

需要家費

変動費

固
定
的
経
費

変動的
経費

・ 巨大な装置産業である水道・下水道事業は、経費の大半が固定的経費であり、安定的な事業運営を行う

ためには、固定的経費を基本料金で賄うことが望ましいとされているものの、生活用水への配慮等の観

点から、従量料金でその多くを賄っている。

約

３
割

９
割
超

従量
料金

基本
使用料

従量
使用料

水道 下水道

約

４
割

支出 収入

動力費

薬品費

維持管理費

減価償却費

など

支払利息

検針関係費

メーター購入費

給
水
量
に
関
係
な
く

必
要
と
な
る
費
用

使用者数に
比例する費用

給水量により
変動する費用 総

括
原
価
（
料
金
対
象
経
費
）

など

など

（水道の場合）



• 水道料金の基本料金を引き上げた。

• 下水道使用料は、減額改定であったため、基本使用料を引き下げた。

35

• 固定費の多くを従量料金で回収しているため、水需要の減少により将来的な固定費回収に支障
が出る懸念がある。

• 基本料金・基本使用料への固定費の配分割合を増加させること。

意
見
書

反
映
内
容

改定前
基本料金

改定後
基本料金

13・20 25 40 50 75 100 150 200

870 1,690 2,470 9,250 15,470

920
(5㎥)

1,900
(10㎥)

2,780
(10㎥)

18,300
(50㎥)

35,910
(100㎥)

71,600
(250㎥)

134,260
(500㎥)

281,520
(1,000㎥)

円（税抜・１か月）

（）内の数値は、１か月の基本水量
改定前の基本水量は、一律10㎥

③ 基本料金・基本使用料意見書の内容とその反映

36％33％

H24 H26

基本料金収入割合の比較
（水道）

改定前後の基本料金の比較（水道）



③ 基本料金・基本使用料

• 水需要の減少に伴い従量料金収入が減少しており、同料金に配分された固定費の回収が困難となる。

36

現状と課題

現状・課題

基本料金収入

従量料金収入

水需要の減少により従量
料金に配分した固定費が
回収できなくなる。

水
需
要
の
減
少
に
よ
り
料
金
収
入

が
減
少
し
て
い
く
。

料金収入

将来
料金設定時
の配分

需要家費

固定費

変動費

固定費
基本料金への固定費の配分

高低

経営の安定：◎経営の安定：△



現在

③ 基本料金・基本使用料

固定費の多くを従量料金で回収しており、水需要の減少により将来的な固定費回収に支障が出る懸念

があるため、基本料金・基本使用料への固定費の配分割合を増加させる。

37

検討事項

基本料金をどうすべきか？

検
討
事
項

下水道

基本料金を引き上げ、
基本料金収入割合を高めた。

H25 将来

減額改定であったため、
基本使用料を引き下げた。

安定的な事業運営の観点から
固定費の配分割合を高める。

水需要の減少
H24

基
本
料
金
・
基
本
使
用
料
へ
の

固
定
費
の
配
分
割
合
を
増
加
さ

せ
る
こ
と
。

意見書 改定

水道

水需要の更なる減少

基本
料金

従量
料金

基本
料金

従量
料金

需要家費

固定費

変動費

前回の検討の方向性を継続

水道 下水道



従量料金・従量使用料

38

・ 基本水量の超過分に対して加算される料金・使用料。

・ 本市では、使用水量が増えるほど単価が上昇する「逓増型」の料金・使用料体系を採用。

料金・使用料体系

本市の料金・使用料の構造イメージ

変
動
的
経
費

基本水量

本市の料金・使用料の構造イメージ

逓増制
多く使うと
料金単価が
上がる

¥213

¥162

１㎥あたりの従量料金・従量使用料（税抜）



④ 逓増度

39

本市の料金・使用料の構造イメージ

逓増制
多く使うと
料金単価が
上がる

・ 使用水量が多くなるにつれて１㎥あたりの単価が高くなる性質

・ 多量使用を抑制することに加え、上下水道事業の公共性から生活用水に配慮するほか、需要の変動が
大きい大口使用者に負担を傾斜的に配分するために導入された制度

逓増度 ＝ 最高単価 ÷ 最低単価
料金表における

最も高い従量料金単価
10㎥/月(家事用)使用した
場合の1㎥あたりの単価※

水道
3.36

３２６円

（5,001㎥～）

９７円

（10㎥/月：970円）

下水道
3.11

２１８円

（5,001㎥～）

７０円

（10㎥/月：700円）

※料金表における最も低い従量料金単価は
水道、下水道ともに10円です。

料金・使用料体系

・ 本市の逓増度は、現状、 水道 で 3.36、 下水道 で 3.11 となっている。（算出方法は、以下のとおり）



40

• 他都市と比べ、水道の逓増度がやや高く、下水道は非常に低い。
• 水需要の構造変化に照らして見直しの検討が必要がある。
• 他都市との比較を勘案し、水道は引き下げ、下水道は引き上げること。

意
見
書

反
映
内
容

水道 下水道

④ 逓増度意見書の内容とその反映

• 逓増度について、 水道 は引き下げ、下水道 は現行どおりとした。



④ 逓増度

• 水需要の抑制を目的とした逓増制は、水需要の減少が進む現在の実態と乖離している。

水 道 ： 逓増度が高く、大口需要者の水量減少が経営に与える影響（減収リスク）が大きい。

下水道 ： 水道のような口径別の基本使用料がないため、大口需要者の施設負荷を従量使用料（逓増度）

で考慮する必要がある。

41

現状と課題

現状・課題

下水道

水道

新型コロナウイルス感染症の影響期
においては、有収水量の減少以上に
給水収益の落ち込みが顕著。高単価
帯である大口需要者の水量が急減し
たことが要因。

H30を100とした場合の給水収益と有収水量の推移

R1



下水道使用料の逓増度比較（R8.1.1）

逓増度＝最高単価÷最低単価
※最低単価：10㎥料金（税抜）÷10㎥

水道料金の逓増度比較（R8.1.1）

逓増度＝最高単価÷最低単価
※最低単価：φ13・10㎥料金（税抜）÷10㎥

④ 逓増度

• 他都市と比較すると、以下のとおり

42

現状と課題

現状・課題

平均的な逓増度となっている。
（大都市平均＝3.41、京都市＝3.36）

かなり低い逓増度となっている。
（大都市平均＝4.35、京都市＝3.11）下水道水道

最高単価
（大都市平均）

↓

↑
最低単価

（大都市平均）

最高単価
（大都市平均）

↓

↑
最低単価

（大都市平均）



④ 逓増度

水需要の動向、経営の安定性及び負担の公平性を踏まえた設定
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検討事項

逓増制をどうすべきか？

検
討
事
項

※ 「水道料金算定要領」（日本水道協会）では、逓増または逓減料金制は特別措置とされており、均一型の従量料金が原則とされている。
「下水道使用料算定の基本的考え方」（日本下水道協会）では、大口需要家の需要変動リスクに対応するコストを調整・配賦するという趣旨で、
累進使用料体系の妥当性を認めており、採用する際には、各地方公共団体の排水需要の実態等を適切に勘案し、使用者間の負担の公平性の観点
も留意したうえで累進度を設定する必要があるとされている。

逓増度の引下げを検討 逓増度の引上げを検討

現在

下水道

逓増度を引き下げた。

H25 将来

現行どおりとした。

H24

意見書 改定

水道

逓増度が高い状態
大口需要者の使用水量
の増減が経営に与える
影響が大きい。

下水道水道

他
都
市
と
の
比
較
を
勘
案
し
、

水
道
は
引
き
下
げ
、
下
水
道
は

引
き
上
げ
る
こ
と
。

水需要の動向、経営の安定性
及び負担の公平性を踏まえた設定

逓増度の引下げを検討

逓増度の引上げを検討
（減額改定であったため）

前回の検討の方向性を継続

水道のような口径別の基本使用料がな
いことから、大口需要者の施設負荷を
従量使用料で考慮する必要があるため。



• 水道について、基本水量を口径別に設定した。 (前述「基本水量」)

• 大水量区画の従量料金単価を引き下げた。

（H30には、水道施設維持負担金制度の運用を開始した。）
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• 地下水利用専用水道を導入し、大口径の給水管を接続しながらも、水道水の使用が著しく少な
い利用者の負担が、施設の整備と維持のために本来負担するべき額より少なく、不公平が生じ
ている。

• 大口径の基本料金・水量を引き上げ、新たな基本水量制を導入し、併せて大水量区画の従量料
金単価は引き下げること。

• 負担金制度や個別需給給水契約制度等の検討を進めること。

意
見
書

反
映
内
容

改定後の基本水量

改定前の
基本水量は
一律１０㎥

改定前 改定後

1,001～
5,000㎥

262円 284円

5,001㎥～
10,000㎥

301円

326円
10,001㎥

～
339円

1,001㎥～の従量料金単価

区画
統合

⑤ 地下水利用専用水道意見書の内容とその反映

下水道水道



水道施設維持負担金制度
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料金・使用料体系

配水管等の水道施設の規模は、
需要の最大を考慮する必要がある。 地下水

水道水

例えば、大きな口径の給水管の接続がある
場合、その接続箇所までの配水管の口径も
それ以上でなければならない。

配水池

浄水場

地下水等利用専用水道を利用し、水道水をバック
アップとして使用する等の場合、通常時の水道水
の使用水量が施設規模（給水管の口径）に対して
少量となる。

従量料金に配分されている固定費が適正に負担
されない。

その結果、回収できなかった固定費を他の水道
利用者が負担することになる。

基本水量の追加
＋

水道施設維持負担金制度
• 地下水等利用専用水道を設置しているお客さま

と一般のお客さまとの間の負担の公平性を確保

・「地下水等利用専用水道」を利用することで、通常時の水道の使用水量が施設規模（給水管の口径）に

対し少量であるため、従量料金に配分している固定費が適正に負担されておらず、一般使用者との間で

不公平が生じている。



水道施設維持負担金制度料金・使用料体系
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・「地下水等利用専用水道」を設置しているお客さまと一般のお客さまとの間の負担の公平性を確保する

することを目的とした「水道施設維持負担金制度」を創設し、平成30年4月1日から運用を開始した。

地下水等利用専用水道の
設置例

（水源が地下水の場合）

水道水
実使用水量

負担金
対象水量

水道水実使用水量が年間計画水量の
半分以上の場合は、負担金対象水量
がなくなり、負担金は発生しない。

年間計画使用水量

（１年間使用する予定の水道水の水量 ＋ １年間に必要となる準備水道水の水量）

×２

水道水の実使用水量が増加すると、
負担金対象水量が減少する。

負担金 対象水量

水道水
実使用水量

×２

年間計画使用水量



水道施設維持負担金制度現状と課題
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・ 水道施設維持負担金制度の導入後、増加が続いていた地下水等利用専用水道利用者数は減少に転じると

ともに、近年では地下水等利用専用水道利用者の水道水の使用割合は増加傾向にある。

水道施設維持負担金 収入額等

（制度対象者中）

地下水等利用専用水道利用者数（件）

71件

水
道
施
設
維
持
負
担
金
制
度
導
入

※H30以降は、水道施設維持負担金の対象者数を計上

経過措置免除額について（H30～R3）
地下水等利用専用水道にかかる既存設備の初期投資の

回収やリース期間等を踏まえて経過措置を設けた。
（免除額 H30：全額、R1：3/4、R2：1/2、R3：1/4）

R1



現在

⑤ 地下水等利用専用水道

• 今後もその効果を検証しつつ、水道料金と水道施設維持負担金をあわせて、地下水等利用専用

水道利用者と一般利用者の負担の公平性を図る。

48

検討事項

水道施設維持負担金制度等をどうすべきか？

検
討
事
項

水道施設維持
負担金

水道について、基本水量を口径別に設定した。
また、大水量区画の従量料金単価を引き下げた。

H25 将来H24

大
口
径
の
基
本
料
金
・
水
量
を

引
き
上
げ
、
新
た
な
基
本
水
量

制
を
導
入
。
大
水
量
区
画
の
従

量
料
金
単
価
は
引
き
下
げ
る
こ

と
。

水道

意見書 改定

水道料金

H30

創設

地下水等利用専用水道利用者と一般利用
者の負担公平性を確保することを目的と
した「水道施設維持負担金制度」を創設 地下水等利用専用水道利用者と一般利用者の

負担の公平性の在り方を引き続き検討

前回の検討の方向性を継続



⑥ 加入金
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制度概要及び
前回の意見書

・ 加入金制度は、水道事業を支える膨大な施設の整備費用について、新旧の利用者における世代間の

負担の公平を図るものとして導入されたもの

   ・ 新たに給水装置を設置し、又は給水管を増径する使用者に対し、条例に基づき、整備費用の一部と

     して、口径に応じた額を負担していただいている。

20mm

加入金
（新設）

25mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm

45,000円 90,000円 135,000円 46万円 82万円 298万円 916万円 2,500万円 5,300万円

口径
13mm

※ 増径の際は、差額を負担いただく（13mmから20mmへの増径を除く）。 （税抜）

水道

• 制度を継続するとともに、資産維持費と併せた検討を行うこと。
意
見
書

加入金は、水道法第１４条第１項に定める「その他の供給条件」に法的根拠を持ち、その基本的な性質は水道施設の利用権の
対価とも考えられるものである。現在も、利用者間の負担の公平性を図る観点から一定の役割を果たすとともに、水道事業の
安定的経営に寄与している。しかし、収入額が新たな加入者数に左右されるため、将来的には減収が見込まれる。



⑥ 加入金
現状と課題
及び検討事項
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・ 加入金は、収入額が緩やかに減少しているものの、（現在も、利用者間の負担の公平性を図る観点から

一定の役割を果たすとともに、）水道事業の貴重な財源となっている。

加入金収入の推移

• 制度を継続するとともに、資産維持費と併せた検討を継続

加入金制度をどうすべきか？

検討
事項 水道

前回の検討の方向性を継続

緩やかに減少

R1



⑥ 加入金他都市の状況
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都 市 名 13㎜ 20㎜ 25㎜ 40㎜ 50㎜ 75㎜ 100㎜ 150㎜ 200㎜ 250㎜ 300㎜

京 都 市 49,500 99,000 148,500 506,000 902,000 3,278,000 10,076,000 27,500,000 58,300,000

札 幌 市 61,600 176,000 313,500 990,000 1,782,000 4,950,000 10,120,000 28,600,000
管理者が

別に定める額

仙 台 市 107,800 201,300 500,500 1,551,000 2,662,000 7,150,000 14,630,000 41,800,000
管理者が

別に定める額

さいたま市 88,000 110,000 550,000 1,353,000 2,442,000 6,809,000 11,737,000 37,620,000 90,420,000
管理者が

別に定める額

東 京 都

川 崎 市 165,000 165,000 165,000 1,375,000 2,145,000 4,895,000 8,745,000 19,745,000 44,000,000 77,000,000 121,000,000

横 浜 市 82,500 82,500 82,500 1,402,500 2,145,000 5,115,000 8,745,000 19,800,000 44,550,000 79,200,000 132,000,000

新 潟 市 44,000 121,000 181,500 462,000 726,000 1,540,000 2,948,000 5,896,000 10,413,700

静 岡 市

浜 松 市 34,100 92,400 157,300 488,400 843,700 2,277,000 4,675,000 12,870,000 26,620,000

名 古 屋 市 22,000 66,000 308,000 792,000 1,320,000 2,750,000 4,950,000 11,000,000 19,800,000 30,800,000 44,000,000

大 阪 市 2,530,000 5,500,000 16,500,000 34,100,000 61,600,000 100,100,000

堺 市 77,000 77,000 182,600 792,000 1,375,000 3,960,000 8,195,000 23,496,000 管理者が別に定める額

神 戸 市 44,000 66,000 110,000 352,000 594,000 1,606,000 3,300,000 8,800,000 18,700,000

岡 山 市 121,000 242,000 484,000 1,815,000 3,630,000 9,680,000 19,360,000 54,450,000 管理者が別に定める額

広 島 市 55,000 137,500 253,000 880,000 1,650,000 4,840,000 9,680,000 27,280,000 58,080,000 管理者が別に定める額

北 九 州 市 48,400 79,200 242,000 807,400 1,408,000 3,883,000 7,931,000 22,000,000 44,000,000 78,100,000 123,200,000

福 岡 市 33,000 77,000 165,000 583,000 1,067,000 3,135,000 6,710,000 18,150,000 34,100,000 60,500,000

熊 本 市 66,000 132,000 198,000 660,000 1,320,000 3,300,000 6,600,000 13,200,000

※ 政令市（千葉市・相模原市を除く）及び東京都、分担金等を含む。令和8年1月1日時点

（税込）



目 次
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水道料金・下水道使用料体系

前回（平成25年10月）の料金改定

審議会で議論いただきたい事項

料金・使用料体系の現状・課題・今後の方向性



審議会で議論いただきたい事項
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「京都市上下水道料金制度審議委員会」からの意見書（平成24年11月）で示された

方向性に基づき、検討を進めることについて、追加すべき視点や修正すべき内容

はないか。

議論いただきたい事項



参考資料
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水道料金・下水道使用料の改定（平成25年10月）
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（税抜額，単位　円）

基 本
料 金

基本
水量

基 本
料 金

基本
水量

基 本
使用料

基本
水量

基 本
使用料

基本
水量

基本
料金

基本
水量

基本
使用料

基本
水量

１３
/２０㎜

870 920 5㎥ 5.7% 半分

２５㎜ 1,690 1,900 12.4%

４０㎜ 2,470 2,780 12.6%

５０㎜ 9,250 18,300 50㎥ 97.8% ５倍

７５㎜ 35,910 100㎥ 132.1% １０倍

１００㎜ 71,600 250㎥ 362.8% ２５倍

１５０㎜ 134,260 500㎥ 767.9% ５０倍

２００㎜ 281,520 1,000㎥ 1,719.8% １００倍

 6㎥
 ～10㎥
 11㎥
 ～20㎥
 21㎥
 ～30㎥
 31㎥
 ～100㎥
 101㎥
 ～200㎥
 201㎥
 ～500㎥
 501㎥
 ～5,000㎥
 5,001㎥
 ～10,000㎥
10,001㎥
 ～

公衆浴場業

 31㎥～

 101㎥～

染色整理業

 101㎥
 ～500㎥

 501㎥～ △ 2.7%  

188 204 148 143 8.5%  △ 3.4%  

221 238 185 180 7.7%  

16 15

284

218326
218

262

区
分

改定後

650

10 10

水　　　道

改定前 改定後

基
本
料
金
・
基
本
使
用
料

従
量
料
金
・
従
量
使
用
料

（
／
㎥

）

213

301

339

給水管の
呼び径・
水量区画

0

167189

119

206

206

201

226

243223

183188

162
177

180

113

116

162208

改 定 率 等

10㎥

0

5㎥

改定前

10㎥

700 10㎥

水　　　道 下  水  道

皆増  皆増  

下  水  道

△ 7.1% 半分

15,470

同じ

9.3%  

11.1%  

△ 3.8%  

2.6%  

9.0%  △ 2.4%  

8.4%  △ 2.3%  

8.3%  
0.0%  

10.1%  △ 3.0%  

9.7%  △ 2.7%  

△ 5.0%  

△ 2.5%  

水量区画

水量区画
改定前 改定後 改定前 改定後

改 定 率 等

改 定 率 等水　　　道 下  水  道

水　　　道 下  水  道

水　　　道 下  水  道

改定前 改定後 改定前 改定後

△ 6.3%  

38 39

水　　　道 下  水  道



大都市との口径別料金比較（13mm・10㎥/月）
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13・20mm

使用者

使用者数
（Ｒ６）

25mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm

76.9万件 2.9万件 1.3万件 2,000件 500件 100件 35件 4件

（94.5％） （3.5％） （1.6％） （0.3％） （0.1％未満） （0.1％未満） （0.1％未満） （0.1％未満）

事業用 事業用 事業用 事業用 事業用
家
庭
用

事業用家庭用
事
業
用

家庭用 事業用

口径

令和8年7月1日（改定予定含む）

大都市平均(下水道) 869円

大都市平均( 水道 ) 1,089円



大都市との口径別料金比較（20mm・15㎥/月）
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13・20mm

使用者

使用者数
（Ｒ６）

25mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm

事業用 事業用 事業用 事業用 事業用
家
庭
用

事業用家庭用
事
業
用

家庭用 事業用

口径

令和8年7月1日（改定予定含む）

大都市平均(下水道) 1,462円

大都市平均( 水道 )  2,087円

76.9万件 2.9万件 1.3万件 2,000件 500件 100件 35件 4件

（94.5％） （3.5％） （1.6％） （0.3％） （0.1％未満） （0.1％未満） （0.1％未満） （0.1％未満）



大都市との口径別料金比較（25mm・25㎥/月）

58

13・20mm

使用者

使用者数
（Ｒ６）

25mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm

事業用 事業用 事業用 事業用 事業用
家
庭
用

事業用家庭用
事
業
用

家庭用 事業用

口径

令和8年7月1日（改定予定含む）

大都市平均(下水道) 2,836円

大都市平均( 水道 )  4,478円

76.9万件 2.9万件 1.3万件 2,000件 500件 100件 35件 4件

（94.5％） （3.5％） （1.6％） （0.3％） （0.1％未満） （0.1％未満） （0.1％未満） （0.1％未満）



大都市との口径別料金比較（40mm・70㎥/月）

59

13・20mm

使用者

使用者数
（Ｒ６）

25mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm

事業用 事業用 事業用 事業用 事業用
家
庭
用

事業用家庭用
事
業
用

家庭用 事業用

口径

令和8年7月1日（改定予定含む）

大都市平均(下水道) 11,672円

大都市平均( 水道 )  20,887円

76.9万件 2.9万件 1.3万件 2,000件 500件 100件 35件 4件

（94.5％） （3.5％） （1.6％） （0.3％） （0.1％未満） （0.1％未満） （0.1％未満） （0.1％未満）



大都市との口径別料金比較（50mm・400㎥/月）
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13・20mm

使用者

使用者数
（Ｒ６）

25mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm

事業用 事業用 事業用 事業用 事業用
家
庭
用

事業用家庭用
事
業
用

家庭用 事業用

口径

令和8年7月1日（改定予定含む）

大都市平均(下水道) 98,707円

大都市平均( 水道 ) 129,990円

76.9万件 2.9万件 1.3万件 2,000件 500件 100件 35件 4件

（94.5％） （3.5％） （1.6％） （0.3％） （0.1％未満） （0.1％未満） （0.1％未満） （0.1％未満）



大都市との口径別料金比較（75mm・800㎥/月）

61

13・20mm

使用者

使用者数
（Ｒ６）

25mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm

事業用 事業用 事業用 事業用 事業用
家
庭
用

事業用家庭用
事
業
用

家庭用 事業用

口径

令和8年7月1日（改定予定含む）

大都市平均(下水道) 218,147円

大都市平均( 水道 )  278,185円

76.9万件 2.9万件 1.3万件 2,000件 500件 100件 35件 4件

（94.5％） （3.5％） （1.6％） （0.3％） （0.1％未満） （0.1％未満） （0.1％未満） （0.1％未満）



大都市との口径別料金比較（100mm・2,300㎥/月）
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13・20mm

使用者

使用者数
（Ｒ６）

25mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm

事業用 事業用 事業用 事業用 事業用
家
庭
用

事業用家庭用
事
業
用

家庭用 事業用

口径

令和8年7月1日（改定予定含む）

大都市平均(下水道) 712,016円

大都市平均( 水道 )  828,261円

76.9万件 2.9万件 1.3万件 2,000件 500件 100件 35件 4件

（94.5％） （3.5％） （1.6％） （0.3％） （0.1％未満） （0.1％未満） （0.1％未満） （0.1％未満）



大都市との口径別料金比較（150mm・3,400㎥/月）
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13・20mm

使用者

使用者数
（Ｒ６）

25mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm

事業用 事業用 事業用 事業用 事業用
家
庭
用

事業用家庭用
事
業
用

家庭用 事業用

口径

令和8年7月1日（改定予定含む）

大都市平均(下水道) 1,255,217円

大都市平均( 水道 )  1,449,825円

76.9万件 2.9万件 1.3万件 2,000件 500件 100件 35件 4件

（94.5％） （3.5％） （1.6％） （0.3％） （0.1％未満） （0.1％未満） （0.1％未満） （0.1％未満）



大都市との口径別料金比較（200mm・4,100㎥/月）
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13・20mm

使用者

使用者数
（Ｒ６）

25mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm

事業用 事業用 事業用 事業用 事業用
家
庭
用

事業用家庭用
事
業
用

家庭用 事業用

口径

令和8年7月1日（改定予定含む）

大都市平均(下水道) 1,323,117円

大都市平均( 水道 )  1,632,621円

76.9万件 2.9万件 1.3万件 2,000件 500件 100件 35件 4件

（94.5％） （3.5％） （1.6％） （0.3％） （0.1％未満） （0.1％未満） （0.1％未満） （0.1％未満）



京都市上下水道料金制度の在り方等についての意見書（H24.11）
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京都市上下水道料金制度の在り方等についての意見書（H24.11）
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京都市上下水道料金制度の在り方等についての意見書（H24.11）

67



京都市上下水道料金制度の在り方等についての意見書（H24.11）

68



令和７年度の振り返り

＜財源の在り方＞

69



第２回審議会での主な意見

他都市と比べて高い水準にある企業債残高は、現在の水準を上げないようにす
べき。企業債充当率については、５０％を超えないよう留意すべき。

災害等への備えや金利上昇等に対する経営リスク管理の考え方も重要であり、
他都市を参考に企業債残高や積立金、内部留保資金等の経営目標を設定すべき。

危機的な財政状況や安価な水道料金を維持してきた背景（企業債への依存、経
営努力等）をしっかりと市民へ周知していくべき。

情報発信に際しては、京都市の魅力低下に繋がらないよう配慮が必要。

資産維持費の水準は、過去に財源の多くを企業債に依存してきた経過や、今後
の必要な整備計画を踏まえつつ、インフラを維持するための妥当なレベル感であ
る必要がある。

様々な方法で収入確保に努めるべき。

企業債

経営リスク

経営情報の発信

資産維持費

収入源の確保 70

第２回の審議会では、水道事業の企業債と資産維持費について議論



第２回審議会での主な意見

今後の方向性（案）

将来世代に過度な負担とならないよう、企業債充当率など、様々な指標を用いて経営状況を確認

していくことで、可能な限り企業債発行を抑制していく。

主な意見

他都市と比べて高い水準にある企業債残高は、現在の水準を上げないようにすべき。

企業債充当率については、５０％を超えないよう留意すべき。
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【大都市比較（R6）】

給水人口１人あたりの企業債残高（大都市比較）（第２回資料） 71

企業債水道



第２回審議会での主な意見

今後の方向性（案）

他都市の状況等を参考に新たな経営目標や基準の設定を検討していく。

主な意見

災害等への備えや金利上昇等に対する経営リスク管理の考え方も重要であり、他都市を参考に

企業債残高や積立金、内部留保資金等の経営目標を設定すべき。

項目
目標又は基準「有」と
回答のあった事業体数

主な内容、目標例

企業債発行 １４／１９
・企業債充当率（建設改良費全体）40％
・企業債充当率（建設改良費－特定財源）50％

企業債残高 １２／１９
・給水収益に対する企業債残高の割合（270％以下、400％以下など）
・経営計画最終年度の企業債残高 ※2

資金確保 １０／１９
・年度末残高 （例）給水収益約2か月分＋予備
・経営計画最終年度末残高（例）支出3か月分＋企業債償還資金半年分＋工事費上振れ分

＜令和８年１月に実施した大都市（東京都+政令市 ※1）水道事業体への調査結果＞

※1 主に県が水道事業を実施する千葉市、相模原市を除く。京都市を含む。

※2 京都市の経営目標にも設定 72

経営リスク水道



第２回審議会での主な意見

今後の方向性（案）

あらゆる機会を捉え、事業課題のほか本市の強みも併せて丁寧に経営情報を発信することで、

市民理解の醸成に努めていく。

主な意見

危機的な財政状況や安価な水道料金を維持してきた背景（企業債への依存、経営努力等）を

しっかりと市民へ周知していくべき。

情報発信に際しては、京都市の魅力低下に繋がらないよう配慮が必要。

職員数の推移（第１回資料）

京
都
市

安価な方から
大 都 市：

７番目／２１事業体
府内市町村：

２番目／２４事業体※

※下水道事業等のない市町村を除く。

上下水道料金の比較（20mm・15㎥／月） 73

経営情報の発信水道



第２回審議会での主な意見

企業債と料金負担の関係（第２回資料） 74

資産維持費水道

今後の方向性（案）

持続可能な水道事業の実現に向け、今後の事業計画の策定と併せ、企業債負担とのバランスや、事業
規模等を踏まえた適切な水準となるよう資産維持費の在り方を検討していく。

また、資産維持費の水準については、市民の皆さまに御理解いただけるよう説明していく。

主な意見

資産維持費の水準は、過去に財源の多くを企業債に依存してきた経過や、今後の必要な整備計画を踏
まえつつ、インフラを維持するための妥当なレベル感である必要がある。



主な意見

第２回審議会での主な意見

今後の方向性（案）

これまでからも、様々な方法で収入確保に努めており、今後も、保有資産の効果的な活用をはじ
め、料金収入以外の収入確保に努めていく。

様々な方法で収入確保に努めるべき。

名 称 収入額（R6決算）

貸付（山ノ内浄水場跡地や総合庁舎６・７階の資産活用スペース等） 約６.９億円

売却（元南部配水管理課用地） 約５.９億円

大規模太陽光発電事業 約１.５億円

水道施設維持負担金 約１.０億円

ふるさと納税 約０.５億円

＜料金・使用料収入以外の主な収入＞

75

収入確保水道



第３回審議会での主な意見

人口減少が進む中、人口１人当たりの企業債残高を重視すべきではないか。
人口減少局面での企業債に依存した事業運営は将来への負担の先送りに繋がる。

建設改良積立金を20年間で400億円確保する目標の達成が厳しい見通しであり、
今後の在り方の検討が必要。

将来の改築更新や耐震化のための財源を確保し、安定的な経営を継続するため
に、資産維持費を明確に位置付けたうえで使用料のあるべき水準を考えるべき。

厳しい経営状況だけでなく、料金水準やこれまで実施してきたサービス面、収
入確保の取組などについて、もっと情報発信をすべき。

企業債

積立金

資産維持費

経営情報の発信

76

第３回の審議会では、下水道事業の企業債と積立金について議論



第３回審議会での主な意見

今後の方向性（案）

将来世代に過度な負担とならないよう、さまざまな指標を用いて経営状況を確認していくことで、
可能な限り企業債残高の抑制に努める。

主な意見

人口減少が進む中、人口１人当たりの企業債残高を重視すべきではないか。

人口減少局面での企業債に依存した事業運営は将来への負担の先送りに繋がる。

77
企業債残高の将来見通し（～令和39年度）（第３回資料）

企業債下水道



第３回審議会での主な意見

今後の方向性（案）

施設マネジメントの検討による事業費の抑制も踏まえたうえで、積立金の在り方を検討する。

主な意見

建設改良積立金を20年間で400億円確保する目標の達成が厳しい見通しであり、今後の在り方の

検討が必要。

78建設改良積立金の確保の見通し（対現ビジョン目標）（第３回資料） 建設改良事業費と積立金の確保（第３回資料）

積立金下水道



第３回審議会での主な意見

今後の方向性（案）

今後改正される予定の法令の趣旨を踏まえ、下水道使用料における資産維持費の位置付けについ
て検討する。

主な意見

将来の改築更新や耐震化のための財源を確保し、安定的な経営を継続するために、資産維持費を明
確に位置付けたうえで使用料のあるべき水準を考えるべき。

79
下水道法等の一部を改正する法律案（国交省概要資料から引用）

資産維持費下水道



第３回審議会での主な意見

今後の方向性（案）

事業の状況を総合的に理解してもらえるよう、あらゆる機会を捉え、事業課題のほか本市の強みも
合わせて丁寧に経営情報を発信することで、市民理解の醸成に努めていく。

主な意見

厳しい経営状況だけでなく、料金水準やこれまで実施してきたサービス面、収入確保の取組などに
ついて、もっと情報発信をすべき。

80「鳥羽の藤」「蹴上のつつじ」一般公開の様子 京の水だより vol.24

経営情報の発信下水道


